
枚方事業所人権推進連絡会

枚方市内の公正採用選考人権啓発推

進員(※)を設置する事業所や連絡会

の目的に賛同する事業所など。

◆加入要件

企業の社会的責任（CSR）

の一環として、人権問題に

取り組みましょう！

◆会員事業所の声

１事業所あたり年額6,000円

（年度途中の入会の場合、月額500円）

◆会費

人権研修は大事だと思っているけ
れど、仕事に追われて段取りが難
しい。いろいろな情報をもらえる
のはありがたいです。

外国人労働者や性的マイノリティ
への対応など、今、事業所が取り
組むべき課題へのヒントをいただ
いています！

ＤＶＤを借りて、事業所内の新人
研修や人権研修の題材に使わせて
もらっています。

ご案内いただいた研修を受けた際、
受講料を負担してもらえるのが嬉
しいです。

※常時使用する従業員数が25名以上の事

業所（公益性の高い社会福祉法人、医療法

人、学校法人や事業所として個人情報を取

り扱うことの多い事業者等については、従

業員25名未満でも対象）に設置。

大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱より

事業所の

人権意識向上に

取り組みませんか？

ビジネスと人権

ハラスメント対策

LGBTQ

就職差別撤廃

入会のご案内
連絡会の目的に賛同し、研修など
にも参加しています。今後も、連
絡会の継続をお願いします。

加入はこちら
指定の加入申込書に必要事項を記入の

上、事務局（市役所人権政策室）にご

提出ください。（郵便・FAX・E-Mail

のいずれでも可）
枚方市ホームページ

送付いただく人権啓発のポスター
を事業所に掲示して、職員の人権
意識の向上につなげています。

枚方市役所 市長公室 人権政策室

〒573-8666
枚方市大垣内町２丁目１番20号
電 話 ： 072-841-1259
ファクス： 072-841-1700
メール: jinken@city.hirakata.osaka.jp

【事務局】



◆組織の概要

事業所の人権意識をアップデート！

枚方事業所人権推進連絡会とは

会長及び役員 会員事業所から選出

関係団体 大阪企業人権協議会

協力団体
枚方公共職業安定所
北大阪労働基準監督署
枚方年金事務所

講師派遣研修参加

同和問題をはじめとした人権問題の早期解

決と就職の機会均等を、企業（事業所）自

らの社会的責任において保障することを目

的に、1981年11月に設立しました。

【令和５年度の例】

受講人数50人以下、60分以内

の研修への講師派遣料

会員外：28,000円 → 会員：23,000円

様々な人権問題についての
研修会に参加できる！

大阪府や大阪企業人権

協議会などと連携し、

人権関連の研修会や講

座をご案内。

・会員向けに、様々な人権啓発
DVDの貸し出しを行っていま
す。

・連絡会の事務局は枚方市(人権
政策室)が担当しています。

など

社内研修への講師派遣が
会員価格で利用OK！

豊富な実績を持つ「大阪企

業人権協議会の人権研修講

師派遣」を会員価格で。

その他

年間20以上の研修会・講座あり！

枚方事業所人権推進連絡会へ加入して、

◆活動の概要

・会員研修の実施

・総会（年１回）、役員会の開催

・街頭啓発活動（年２回程度）

2020年の「ビジネスと人権に関する行動計画」公表後、消費者・労働者・取引先・

地域住民 など事業所には様々な人権の尊重が求められています。


